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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 3月 17日 (2005.3.17)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 現 行 の 通 信 の 途 絶 え た 部 分 の 再 確 立 の 方 法 で あ っ て 、
　 発 呼 者 と 第 １ の 呼 ア ド レ ス に お け る 被 呼 者 と の 間 で 存 在 す る 通 信 か ら 、 当 事 者 が そ れ ま
で に 、 ま た は 、 現 在 途 絶 え て い る こ と を 検 出 す る 工 程 と 、
　 こ れ に 応 じ て 、 前 記 途 絶 え た 当 事 者 の ア ド レ ス を 決 定 す る 工 程 で あ っ て 、 も し 前 記 途 絶
え た 当 事 者 が 前 記 被 呼 者 で あ れ ば 、 前 記 決 定 さ れ た ア ド レ ス が 前 記 第 １ の ア ド レ ス 以 外 の
前 記 被 呼 者 の 第 ２ の 呼 ア ド レ ス で あ る 工 程 と 、
　 前 記 決 定 さ れ た ア ド レ ス に お け る 前 記 途 絶 え た 当 事 者 へ の 通 信 を 再 確 立 す る 工 程 と 、
　 前 記 現 行 の 通 信 の 呼 記 録 の 内 容 を 前 記 再 確 立 さ れ た 通 信 に 関 連 付 け る 工 程 と を 含 む 方 法
。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 現 行 の 通 信 が 第 ３ の 呼 ア ド レ ス に お け る 前 記 発 呼 者 と 前 記 第 １ の 呼 ア ド レ ス に お け
る 前 記 被 呼 者 と の 間 に 存 在 し 、 か つ 、
　 も し 前 記 途 絶 え た 当 事 者 が 前 記 発 呼 者 で あ れ ば 、 前 記 決 定 さ れ た ア ド レ ス が 前 記 第 ３ の
呼 ア ド レ ス 以 外 の 前 記 発 呼 者 の 第 ４ の ア ド レ ス で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の 呼 ア ド レ ス の １ つ 、 お よ び 、 前 記 第 ３ お よ び 前 記 第 ４ の 呼 ア
ド レ ス の １ つ が 前 記 途 絶 え た 当 事 者 の 無 線 通 信 接 続 の た め の ア ド レ ス で あ り 、 か つ 、
　 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の 呼 ア ド レ ス の 他 方 、 お よ び 、 前 記 第 ３ お よ び 前 記 第 ４ の 呼 ア
ド レ ス の 他 方 が 前 記 途 絶 え た 当 事 者 の 有 線 通 信 接 続 の た め の ア ド レ ス で あ る 請 求 項 ２ に 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 被 呼 者 が 顧 客 連 絡 セ ン タ を 含 み 、



　 前 記 現 行 の 通 信 の 呼 記 録 が 、 前 記 発 呼 者 が 途 絶 え た 時 点 に お け る 顧 客 連 絡 セ ン タ の 連 絡
待 ち 行 列 内 で の 前 記 発 呼 者 の 位 置 の 指 示 を 含 み 、 か つ 、
　 前 記 通 信 の 再 確 立 が 前 記 連 絡 待 ち 行 列 内 で の 前 記 発 呼 者 の 前 記 位 置 を 自 動 的 に 再 確 立 す
る 工 程 を 含 む 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 当 事 者 の １ つ が 監 視 当 事 者 に 連 絡 す る 工 程 、 お よ び 、
　 前 記 当 事 者 の 前 記 １ つ が 、 前 記 連 絡 に 応 じ て 、 前 記 監 視 当 事 者 を 介 し て 前 記 当 事 者 の 前
記 １ つ へ の 前 記 現 行 の 通 信 を 確 立 さ せ る 工 程 を さ ら に 含 み 、
　 前 記 監 視 当 事 者 が 、 前 記 途 絶 え た 当 事 者 が そ れ ま で に 、 ま た は 、 現 在 、 途 絶 え て い る こ
と を 検 出 す る た め に 前 記 現 行 の 通 信 を 監 視 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 現 行 の 通 信 の 途 絶 え た 部 分 を 再 確 立 す る た め の 装 置 で あ っ て 、
　 発 呼 者 と 第 １ の 呼 ア ド レ ス に お け る 呼 び 出 さ れ る 当 事 者 と の 間 に 存 在 す る 通 信 か ら 途 絶
え て い る 当 事 者 の 検 出 器 と 、
　 途 絶 え て い る 前 記 途 絶 え た 当 事 者 の 検 出 に 応 じ た 前 記 途 絶 え た 当 事 者 の ア ド レ ス の 決 定
器 で あ っ て 、 も し 前 記 途 絶 え た 当 事 者 が 前 記 被 呼 者 で あ れ ば 、 前 記 途 絶 え た 当 事 者 の 前 記
ア ド レ ス が 前 記 第 １ の ア ド レ ス 以 外 の 前 記 被 呼 者 の 第 ２ の 呼 ア ド レ ス で あ る 決 定 器 と 、
　 前 記 途 絶 え た 当 事 者 の 前 記 決 定 さ れ た ア ド レ ス に お け る 前 記 途 絶 え た 当 事 者 へ の 前 記 通
信 の 再 確 立 器 と 、
　 前 記 現 行 の 通 信 の 呼 記 録 の 内 容 と 前 記 再 確 立 さ れ た 通 信 と の 関 連 器 と を 含 む 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 現 行 の 通 信 が 第 ３ の 呼 ア ド レ ス に お け る 前 記 発 呼 者 と 前 記 第 １ の 呼 ア ド レ ス に お け
る 前 記 被 呼 者 と の 間 に 存 在 し 、 か つ 、
　 も し 前 記 途 絶 え た 当 事 者 が 前 記 発 呼 者 で あ れ ば 、 前 記 決 定 さ れ た ア ド レ ス が 前 記 第 ３ の
呼 ア ド レ ス 以 外 の 前 記 発 呼 者 の 第 ４ の ア ド レ ス で あ り 、
　 前 記 再 確 立 器 が 前 記 第 ２ の 呼 ア ド レ ス に お け る 前 記 発 呼 者 へ の 通 信 を 再 確 立 す る 請 求 項
６ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の 呼 ア ド レ ス の １ つ 、 お よ び 、 前 記 第 ３ お よ び 前 記 第 ４ の 呼 ア
ド レ ス の １ つ が 前 記 途 絶 え た 当 事 者 の 無 線 通 信 接 続 の た め の ア ド レ ス で あ り 、 か つ 、
　 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の 呼 ア ド レ ス の 他 方 、 お よ び 、 前 記 第 ３ お よ び 前 記 第 ４ の 呼 ア
ド レ ス の 他 方 が 前 記 途 絶 え た 当 事 者 の 有 線 通 信 接 続 の た め の ア ド レ ス で あ る 請 求 項 ７ に 記
載 の 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 発 呼 者 ま た は 前 記 呼 び 出 さ れ る 当 事 者 の い ず れ か が 、
　 前 記 発 呼 者 と は 別 の 発 呼 者 お よ び 前 記 呼 び 出 さ れ る 当 事 者 と 自 動 的 に 対 話 す る 設 備 を 含
み 、
　 前 記 現 行 の 通 信 の 前 記 呼 記 録 が 、 前 記 途 絶 え た 当 事 者 が 途 絶 え た 時 点 で の 前 記 設 備 の 状
況 を 含 み 、 か つ 、
　 前 記 再 確 立 器 が 前 記 設 備 の 前 記 を 自 動 的 に 復 元 す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 再 確 立 器 は 、 前 記 当 事 者 の １ つ に よ っ て 契 約 さ れ る こ と に 応 じ て 、 前 記 当 事 者 の 前
記 １ つ へ の 前 記 現 行 の 通 信 を 確 立 し 、 か つ 、
　 前 記 検 出 器 は 、 前 記 発 呼 者 が 途 絶 え た こ と を 検 出 す る た め に 前 記 現 行 の 通 信 を 監 視 す る
請 求 項 ６ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 方 法 を 実 行 す る よ う に 構 成 さ れ た 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ に お い て 実 行 さ れ る 時 に 、 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 方 法 を
前 記 コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る 指 示 を 含 む コ ン ピ ュ ー タ 読 取 り 可 能 な 媒 体 。
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